
弁理士法人創英 ソーシャルメディア運用方針 
 
アカウント名： 
@SOEI_IP  
弁理士法人創英【公式】 
 
@soei_ip_recruit 
弁理士法人創英_採用担当 
 
1.運営について 
（１）運用者 弁理士法人創英の職員が運用します。 
 
（２）投稿内容 弁理士法人創英の紹介、採用関連情報の提供、知財関連情報の提供などを

目的とし、情報発信します。 
 
（３）アカウントの停止・削除 やむを得ず情報の提供が困難となった場合、上記のアカウ

ント（以下、当アカウントとする。）は停止、また は削除するものとします。 
 
2.コメント等の利用について 当アカウントの掲載記事に対する「リツイート」等の機能（こ

れらに類する機能を含む。以下、ソーシャルメ ディア提供機能とする）について、利用者

は自由に使用していただくことができますが、その際は免責事項に同 意いただいたものと

みなしますので、ご留意ください。 また、当アカウントは、必要に応じて、当アカウント

以外の記事に対しソーシャルメディア提供機能を利用し ますが、これは、当該記事の内容

を承認または同意するものではありません。 
 
3.コメント等の管理について 
（１）フォローおよびリツイートについて 原則として、ユーザからの「フォロー」や「リ

プライ」などの投稿やコメント等への返信等は行いません。た だし、必要に応じて、関連

機関・団体のアカウントのフォロー、または、リツイート等をすることがあります。 また、

「ダイレクトメッセージ」も受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。個別

のご相談、採 用応募につきましては、弊所まで直接ご連絡ください。 
 
（２）運用にあたって 投稿内容に関係のないコメントや、以下の禁止事項に該当すると判

断したコメントは、投稿者に断りなく、全 部または一部を非表示、削除、拒否、これに類

する措置等をする場合があります。また、当アカウントの適切な 運用を妨げるユーザは、

ブロックする場合があります。 



 
【禁止事項】 
（１） 本人の同意なく個人情報を掲載するなどプライバシーを害するもの 
（２）法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 
（３）他者を侮辱又は非難するもの 
（４）人種、信条、性別等について差別し、又は差別を助長させるもの 
（５）虚偽の内容を含むもの 
（６）犯罪行為を助長するもの 
（７）特定の個人・企業・団体等を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけるもの 
（８）有害なプログラムを使用もしくは提供するもの。また、そのおそれのあるもの 
（９）第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を侵害するもの 
（１０）掲載記事と無関係のもの 
（１１）同一ユーザにより繰り返し投稿される、同一内容のコメントや似通ったコメント

（１２）営業活動、政治的活動、宗教的活動、その他営利を目的としたもの 
（１３）その他公序良俗に反するもの及び弊所が不適切と判断したもの 
（１４）該当するソーシャルメディアの利用規約に反するもの 
（１５）その他、運用上不適当であると判断されるもの 
（１６）（１）〜（１５）の内容を含むページへのリンク 
 
４．運用方針の変更 本運用方針は、事前に告知なく変更する場合があります。 
 
【免責事項】 
（１）情報の正確性には万全を期しておりますが、利用者が当アカウントの情報を用いて行

う一切の行為につ いては、弊所はいかなる責任も負うものではありません。 
（２）アカウントに掲載されている、写真・イラスト・音声・動画及び記事等の知的財産権

は、弁理士法人創英または正当な権利を有する者に帰属します。 
（３）お使いのブラウザの種類など、閲覧環境によっては、リンク先のページをうまく読み

込めないなど、閲 覧に支障が出る場合がありますため、ご了承ください。また、弊所は、

ユーザが当アカウントにアクセスし たために被った損害について、一切の責任を負いませ

ん。 
（４）弊所は、ユーザにより投稿されたコンテンツやコメントについて、一切の責任を負い

ません。 
（５）弊所は、ユーザ間、もしくはユーザと第三者間のトラブルによってユーザまたは第三

者が被った損害に ついて、一切の責任を負いません。 
（６）リンク等により他の機関・企業・団体が管理・運営するサイトへ移動する場合があり

ます。移動先のサイトは各機関等がその責任で管理・運営するものであり、弊所は移動先の



サイトの内容について、また、利用者がそれらの情報を用いて行う一切の行為について、何

ら責任を負うものではありません。 
（７）以上のほか、当ページに関連して生じたいかなる損害についても弊所は一切の責任を

負いません。 
 
更新日：2026 年 1 月 1 日 


